
市政等のご相談はぜひ 日本維新の会 尼崎市議団 へ！　TEL 06-6489-6399

日本維新の会 尼崎市議団

TEL:06-6489-6399　FAX:06-6489-6458
本会派報は、会派に支給される政務活動費を利用し、発行・配布を行っております。

発 行 元

2024

vol.26
早春

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23-1

光本けいすけ議員の不正な手段による支出 会派の調査で新たに発覚!

お知らせ 池田りな議員が、令和5年8月16日付けで「日本維新の会 尼崎市議団」を離団いたしました。

令和5年10月23日、尼崎市立大庄小学校様のご厚意により、
私たちも電子黒板を活用した授業を見学させていただきました。

授業視察

第9回政務活動費の制度検証等特別委員会

これまで光本議員に対しては、第三者機関である政治倫理審査会において「政治倫理基準に反する」との結論が出されるとともに、「即座に
議員辞職すべきである」と判断され、市議会では3度にわたる議員辞職勧告を行っております。また、すでに兵庫県警から業務上横領と有印
私文書偽造・同行使の容疑で書類送検、そして神戸地検によって同容疑で起訴されておりますが、それでもなお、議員の職にとどまり議員報酬
等が支払われ続けています。領収書等の不正が判明した支出に対しては、我が会派から市へ返還させていただきましたが、光本議員こそ自身の
不正な手段で執行した支出を返還すべきであり、何より議員報酬等が支払われている議員の職を直ちに辞するべきです。
私たちは、今後も光本議員に対し議員辞職すべきとの強固な姿勢を崩さず、また、二度とこのような不正が起こらないよう、政務活動費の正しい
取扱いについて、他の会派の議員や議会事務局の皆さまと協議しながら、仕組みづくりを進めて参ります。

令和4年6月に光本議員による政務活動費の不適切な支出が数件発覚したことを受け、市議会で特別委員会を立ち上げ政務活動費の制度を
検証するのと並行し、私たちは引き続き全ての支出を調査して参りました。その中で、光本議員から提示されていた領収書等が、当該業者・講師
の発行したものではなかった事案が、新たに3件判明したため、第9回政務活動費の制度検証等特別委員会(令和5年12月25日開催)の場で
報告をさせていただきました。

取引自体が行われておらず偽造された領収書や見積書で出金していた事案が2件、講演の事実はあったが偽の領収書が提示されていたうえ、
講師には出金後約1ヶ月間支払われていなかったという事案が1件、これらは令和4年にすでに我が会派が調査報告し公表していた数件とは
別の、追加発覚事案です。

令和6年能登半島地震により犠牲となられた方々とご遺族の皆さまに対し、
心よりお悔みを申し上げますとともに、被災されました全ての皆さまに謹んでお見舞いを申し上げます。

今後の日本維新の会 尼崎市議団の対応

尼崎市では英語の教師用デジタル教科書を導入しており、授業展開が幅広くなる

インターネットにつなげて誰とでもリモートできる

個人のタブレットに書き込んだ解答などを電子黒板に複数人(9人まで)表示できる
※ロイロノートを活用すれば全員の解答を表示可能

導入業者による研修を受けることが出来、困ったときの対応がフォローできている
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問題文などをあらかじめ用意することで、板書の手間を省くことが出来、授業のスピードがアップする

クラスの子どもの意見を意図的に表示し、全員に共有できるため主体的な授業の展開が容易になる

ボタン一つで様々なアプリが簡単に使用でき、内蔵されている書画カメラを複合的に使用できるなど幅広い授業に展開できる

各学校及び教育委員会による研修を充実させ、学校間やクラス間の使用頻度による格差を小さくすることが可能
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今後の期待
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電子黒板の活用により授業の効率が上がり、児童生徒の学習意欲向上や教員の負担軽減が期待できます。
全校・全学級で十分に活用できるための課題はありますが、活用の幅は今後も広がっていくと思われ、学びの質の向上に
期待・注目していきたいと思います。

Po
int

光本議員が現金で受け取った政務活動費

会派の調査で判明

光本議員が受け取った政務活動費の行先は?

政務活動費の返還状況

業者に確認すると

当該業者に支払われておらず現在も行先が不明

領収書が不正だったため日本維新の会
尼崎市議団が令和5年12月に市に返還

領収書が不正だったため日本維新の会
尼崎市議団が令和5年12月に市に返還支出から6か月後に光本議員から返還

当該業者に支払われておらず6カ月間行先が不明 講師に支払われるまで1か月間行先が不明

▶講師発行のものではない領収書
▶領収書の日付が講師への支払い日と異なる

マザーボードやメモリ交換として として講師料
175,392円
平成31年1月支出

としてパソコンレンタル料
939,060円
平成31年4月支出~取消

205,000円
令和4年9月支出

しかし！
！

▶取引していない
▶領収書は発行していない

業者に確認すると
▶取引していない
▶領収書は発行していない

講師に確認すると

電子黒板って何？

電子黒板とは??

導入費用：277,912,800円　導入台数：普通教室796台　特別教室159台
特別支援学校12台　教育総合センター 1台　合計968台

●インターネットやPC上の資料や写真などをその

　まま映し出すことができる

●映し出されたグラフや写真などに、ペンツールや
　指によって自在に文字やマークを描くことができ、
　さらに簡単に消すことができる

●書き込んだデータをQRコードを通じてパソコンに
　保存でき、保存したデータを後で簡単に呼び出す
　ことも可能

●デジタル教材を表示
　したり、クリアな音
　声を出力することが
　できる

令和5年8月下旬より、尼崎市内の全小学校に電子黒板が導入されました。



総括質疑 （発言者）別府けんいち意見表明

答弁 (答弁者 市長)A

松岡ようじはこう思う！

質問Q

令和5年6月第14回定例会令和5年6月第14回定例会
令和5年9月第16回定例会令和5年9月第16回定例会

20年間の行財政改革における
市民への影響について

小学校夜間照明設備利用者負担金について
質問 令和5年6月第14回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A 松岡ようじ

辻のぶゆきはこう思う！

我々、日本維新の会 尼崎市議団のメンバーは、
尼崎市の様々な問題から目をそらさず、真正面から
改革を進めてまいります。
そのためにも、積極的に一般質問・総括質疑に立ち、
提案型の質疑を行うことで、尼崎市の未来のために
全力で活動してまいります。

小学校運動場の夜間照明を利用して練習をしている、少年野球や少年サッカーチーム
の方から１日500円の利用者負担金をいただいていますが、子どもが利用する、夜間
の照明設備です。運動場の夜間照明利用者負担金を、無料にできないでしょうか。

小学校運動場の夜間照明を利用して練習をしている、少年野球や少年サッカーチーム
の方から１日500円の利用者負担金をいただいていますが、子どもが利用する、夜間
の照明設備です。運動場の夜間照明利用者負担金を、無料にできないでしょうか。

本市は20年間、行財政改革を進め、712件249億円の財政効果を生み出した。
しかし、それには市民の協力が不可欠であったと思う。市民に対する影響について
市長はどのように考えているか伺いたい。

行財政改革で市民サービスを見直すにあたり、サービスを直接受けている方々を
はじめ、多くの市民の皆様のご理解、ご協力なくしては進めてこられなかったもの
と認識しており、深く感謝いたします。
また、今日にも続く影響としては、公共施設の老朽化、設備の更新が満足にできて
いない等があり、この課題に対しては財源を確保し、計画的な投資を進めていきます。
これからも社会経済動向をしっかりと把握し、堅実な財政運営を行い、市民の皆
様と対話を重ねながら時代に対応した取組みを実施いたします。

運動場の夜間照明は、主に学校活動で使用される体育館とは異なり、学校開放事業
のために整備した設備であり、電気料金につきましても体育館と比べてかなり高額に
なることから、引き続き利用者負担金をいただきまして、電気料金や修繕費等に充て
てまいりたいと考えております。

平成２２年までは、小学校運動場の夜間照明代も無料だったと聞きました。
子供たちの為にもう一度無料にしていただくように要望していきます。

堅実に将来の負担を意識し、市民の暮らしを豊かにする取組みを要望します。

本市の行財政改革の取組みについて

この20年間の取組みで、財政健全化の進展、行政基盤の弾力化は進んだと言えるが、
多くの市民サービスの縮小や公共施設の老朽化に対する措置などが行き渡らない
結果も生んだ。今後は、決算上生じた収支余剰などの留保財源を、政策的な経費等の
財源に活用することの推進を要望。

地域防災力の向上について

市内各地の電柱に設置されている1,225枚の避難誘導板は、ほぼ全数が劣化している。
早急に全数取り換えていただくことと、設置した避難誘導板の市民周知を要望。

ＤＸ推進について

本市のＤＸ推進戦略を策定し、情報セキュリティはもちろん、ＤＸ人材の育成、市民
サービス向上のデジタルの取り組みを加速することを要望。

避難行動要支援者名簿の提供について

名簿提供に同意した事自体認識がない方がいる事など、名簿自体の正確性に問題が
あると考えられる事から、再度対象者に確認する事を要望。

生活支援サポーターについて

研修修了者の数を増やすのが目標ではなく、研修を受け認定を受けた人達が1人でも
多く介護の仕事につき、地域活動が出来るよう、支援して頂く事を要望。

鉄道駅周辺の特色を生かしたまちづくりについて

小田南公園の整備を計画通り進めること。中央公園の再整備は市民の声を聞きながら
計画すること。阪急塚口駅前が居心地良い空間になるよう引き続き調査研究すること
を要望。

動物愛護について

気軽に立ち寄り相談の出来る、動物や寄附者に寄り添った温かみのある動物愛護
センターの運営、また動物愛護基金よりボランティアに保護活動支援体制の強化を
行うよう要望。

あま咲きコインについて

持続可能な取り組みになるよう、利用者のデータ分析を活用しながら、財源確保に
向けた検討をすすめることを要望。

教員不足について

全国的な課題である中で、尼崎市が一丸となって取り組むシステムが必要。教員確保
のため、県に強い要望を行うことと、児童生徒が通常の授業を受けられるよう要望。

地域コミュニティについて

地域担当職員には、積極的に地域に出向き、地域における課題、問題、提案などをしっ
かり把握し、本市の地域コミュニティの施策に反映して頂くよう要望。

戸籍住民基本台帳事務等関係事業費について

証明書のコンビニ交付により窓口業務が減少しても、経費削減効果が見えない。
DX推進による効率化で縮減できた財源を、本当に必要とされている事業に回すよう要望。

個別避難計画の作成について

市の施策として推進する上では、現状の作成件数はあまりにも少なすぎる。
正確な名簿を作成し、一件でも多くの個別避難計画を作成する事を要望。

ヤングケアラー支援事業について

ヤングケアラーと言われる子供達に少しでも自分の時間を持ってもらい、負担軽減を
図り、笑顔がみえるよう、この事業を続けて頂く事を要望。

保育士奨学金返済支援事業について

各事業の利用者の離職分析を行い、より効果的な運営を行う事、また、勤務する事業所
によって補助金申請が出来ない不公平の解消を要望。

マイボトル普及推進事業について

民間施設の給水スポット拡大に向け、周知活動は勿論の事、設置にご協力いただける 
事業者に対してもメリットのある施策の検討を要望。

町会灯電気代支援事業について

前年度からLED化更新工事の助成、今年度は町会灯電気代の支援も行われているが、
市内約600町会のうち79町会しか申請されていない。今一度の周知を要望。
また、LED化更新工事を行い電気代支援を受けている町会灯を町会管理でなく本市
管理の街灯にしていただくよう要望。

辻のぶゆき

答弁 (答弁者 こども青少年局長)A

高谷ひろしはこう思う！

質問Q

公立保育所の
待機児童について

高谷ひろし

なぜ、法人保育園と公立保育所の入所率に大きな開きがあるのか。
待機児童の解消に向けた取組として、保育士の増員、弾力化を含めた
入所率100％を目標設定することが出来るのか。

保育ニーズが高くない南部地域の保育所の入所率が、令和5年8月現在3ヶ所で
74％、78％、80％だったこと、様々な支援を必要とする児童が在籍する中で、保育
事故の防止を重視し、定員未満の受け入れとなったなど、様々な要因で法人保育園
との入所率に乖離が生じたものです。次年度に向けては、倍増以上の正規職員の
採用（13人）の取組等、原則定員どおり入所できるよう体制を整えます。

法人保育園の入所率は100％超ですので、公立保育所が進んですべきことが出来て
いなかったのは否めません。しかし、来年度に向け正規採用を6人から13人にする
等、前向きな答弁をいただけました。

答弁 (答弁者 経済環境局長)A

辻のぶゆきはこう思う！

質問Q

国の交付金頼りのあま咲きコイン。
事業の捻出に向けどうする？

辻のぶゆき

事業費の捻出に向け、次年度取り組んでいきたいと考えていることは。

これまで、地方創生臨時交付金を充当し、大規模キャンペーンを実施してきましたが、
交付金の縮小が見込まれる中、還元原資の確保や手数料といった事務経費など
事業費の捻出が大きな課題となります。
そうした中、企業や商店街などの協賛によるコイン発行の更なる促進に加え、市が
支出する給付金や謝礼等をコインに置き換えること、企業版ふるさと納税による
寄付の推進のほか、アプリ画面を利用しての広告収入など研究しているところです。

4億円を超える事業費を手数料収入等のみで賄うのは非常に厳しく、赤字になる事が
見えています。
あま咲きコインという媒体に拘るのをやめ、PayPayなど大手企業が手かげている
事業にシフトすることも市民サービス向上につながるものと考えます。

小学校の水泳授業について
質問 令和5年9月第16回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A

高谷ひろしはこう思う！

民間施設・人材を活用して小学校の水泳授業を行っていくことが
効率的と考えるが、今後どのように水泳授業を行うことが良いのか。

学校プールの老朽化に伴い、校外のプールを活用し授業に取り組む自治体も増えて
きました。利点としては、天候の影響を受けにくい、専門的な指導等があげられます。
一方で、移動にかかる経費や時間、学習評価の在り方などの課題もあり、水泳授業の
方向性について現在検討しているところです。

学校プールの建て替えや維持管理には、爆大な費用が発生します。最近では熱中症対策
のため外での水泳授業が中止になる事もあります。天候や季節を問わない屋内プール
のある民間施設や人材を活用すれば、経費も教員負担も軽減できるのではと考えます。

高谷ひろし
芦原公園市民プールについて
質問 令和5年9月第16回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

松岡ようじはこう思う！

芦原公園市民プールを、全国に自慢ができるようなプールとして整備してはどうか。 
また、どのような予定で進めていくのか。

公園全体が年間を通して有効活用できる公園となるよう検討を進めているところで
あり、現在の市民ニーズを把握する必要があることから、「プールそのものの需要」、
「プール以外の水遊びができる施設の需要」、「芦原公園に求める機能」といった観点
での市民アンケートを今年度実施する予定です。アンケート結果等から見えてきた
市民ニーズなどを参考にし、整備においても、民間活力導入の可能性検証を行うなど、
再整備に向けた速やかな事業進捗に努めたいと考えております。

ファミリー世帯の皆様が喜ぶような、市民プールを整備するべきだと思う！

松岡ようじ

クラス担任を固定しない「チーム担任制」について
質問 令和5年9月第16回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A

長崎くみはこう思う！

神戸市はモデル校を決定し、クラス担任を複数交代する「チーム担任制」を導入。
丹波市立中央小学校は、複数の教員で高学年を担任する「複数学年複数担任制」を
実施し4年目。この制度をどう評価するか教育長の考えを伺いたい。

複数の教員が児童の成長や気づいた事を共有でき、児童理解につながるメリットが
あげられます。それにより児童へのアプローチが増え、児童が相談しやすい教員を
見つけすぐ相談できるなどの安心した学校生活や、教員不在時に柔軟に対応できる
事で働き方改革へもつながると考えます。一方、学級への所属感が薄れる事や、情報
共有の時間が必要になる等のデメリットがあると考えます。

児童生徒にとっても教員にとっても良い制度だと思う。早期に導入を望みます。

長崎くみ

DX推進の方向性を示す戦略や計画を打ち出すべき！
質問 令和5年9月第16回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 デジタル政策監)A

寺井大地はこう思う！

本市のDX推進の課題は何か。まだ、本市DX戦略や計画を打ち出すべきでは？

DX推進に関わる方針や戦略、実行する体制が確立できていないことが課題です。
市長・副市長とDXの方向性や推進体制を検討、協議しています。取り組みの柱の
考え方は、広く薄くではなく、尼崎の特徴・強みを伸ばしていき、「尼崎ならでは」という
ところをアピールできる取り組みを策定していきたいと考えております。

本市では他市のようにDX推進に向けた市独自の戦略や計画を策定できていません
でした。私が当選以来要望してきたことが、デジタル政策監就任により実現に向かって
います。少しでも市民の皆様にとって使い勝手が良く、また効率的な行政運営をして
頂くべく、引き続きDX化推進していきます。

寺井大地

大阪・関西万博の海上交通について
質問 令和5年6月第14回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

安浪順一はこう思う！

会場外駐車場から万博会場までの輸送手段の進捗状況は。
また、船、バス両方で輸送するという考えはあるのか。

原則公共交通機関の利用を呼び掛ける事としており、やむを得ず自家用車を利用する
場合は、尼崎市、堺市、舞洲に設ける会場外駐車場でバスに乗り換えるパークアンドライド
方式を採用して会場まで輸送することになっております。また、海上交通につきましては、
交通分担率を見込んでいないため、主たる輸送手段としては考えられておりません。

尼崎から万博会場まで船なら約10分ぐらいでいきます。バスなら40分ぐらい。
渋滞なら、もっとかかります。帰りなど尼崎まで帰りつくのに何時間かかるやら？
尼崎の利便性を考えるなら、船を出すべきと思います。

安浪順一

市営住宅でのペット飼育について
質問 令和5年9月第16回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

別府けんいちはこう思う！

現実的にペット飼育を放置しているのであれば、飼育ルールを
定めてペット飼育可能住宅を検討するべきと考えるが、どうか。

本市の市営住宅の仕様については、ペット飼育に対応していないため、ペット飼育可能
な住宅にする場合には、入居者の合意を得て、改修する必要があります。また、修繕費
がかさむため、家賃や敷金を上げる必要があり、ペットの飼育をしていない入居者
についても、負担が増えることになります。入居者間の合意形成を図ることは困難である
ため、現時点においてペット飼育可能な住宅を設置する考えはごさいません。

ペット飼育を全面禁止にするより、ペットとの共生が浸透している昨今、より現実的
な施策としてペット飼育可能市営住宅を検討するべき、と考えます。

別府けんいち

令和5年10月決算特別委員会令和5年10月決算特別委員会


